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ご出席の株主さまへの「お土産」のご用意は
ございません。

・新型コロナウイルス感染症拡大防止および
皆さまの安全・安心の観点から、極力、書
面の郵送またはインターネットにより事前
に議決権を行使いただき、当日の来場はお
控えいただくようご検討をお願い申しあげ
ます。
・会場につきましては、座席間の間隔を広げ
ることから、ご用意できる席数が例年より
減少いたします。
入場制限を行わせていただく場合がござい
ますので、あらかじめご了承のほど、よろ
しくお願い申しあげます。
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証券コード 9543
2022年３月１日

株主各位
静岡市駿河区八幡一丁目５番38号

代 表 取 締 役 岸田 裕之

第174回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。
さて、当社第174回定時株主総会を後記のとおり開催いたしますので、ご通知申し

あげます。
なお、当日のご出席に代えて、書面またはインターネットにより議決権を行使する

ことができますので、お手数ながら後記株主総会参考書類をご検討のうえ、2022年
３月22日（火曜日）午後５時30分までに議決権を行使してくださいますようお願い申
しあげます。

敬 具

議決権行使のご案内

書面により議決権を
行使される方へ ▶

同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、総会日前日の
2022年３月22日（火曜日）午後５時30分まで
に到着するようご返送ください。

インターネット等により
議決権を行使される方へ ▶

当社指定の議決権行使ウェブサイト（https://soukai.mizuho-tb.co.jp/）
にアクセスしていただき、総会日前日の
2022年３月22日（火曜日）午後５時30分まで
に賛否をご入力ください。(３～４頁をご参照ください。）
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記

１．日 時 2022年３月23日（水曜日）午前10時

２．場 所 ホテルアソシア静岡３階「駿府の間」
静岡市葵区黒金町56番地
（末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。）

３．目的事項
報告事項 1. 第174期（2021年１月１日から2021年12月31日まで）

事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人
および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

2. 第174期（2021年１月１日から2021年12月31日まで）
計算書類の内容報告の件

決議事項 第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 定款一部変更の件
第３号議案 取締役８名選任の件

以 上

1．当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
2．連結計算書類の「連結注記表」および計算書類の「個別注記表」につきましては、法令および当社定款の規定に基づき、以
下の当社ウェブサイトに掲載しておりますのでご覧ください。ウェブサイト掲載分につきましては、ご希望される株主さま
に郵送させていただきますので、当社代表電話054-284-4141宛にお申し出ください。

3．監査役および会計監査人が監査した連結計算書類および計算書類は、本定時株主総会招集ご通知の添付書類に記載したもの
のほか、当社ウェブサイトに掲載した連結注記表および個別注記表を含んでおります。

4．株主総会参考書類、事業報告、連結計算書類および計算書類に修正をすべき事情が生じた場合は、以下の当社ウェブサイト
において、修正後の事項を掲載させていただきます。

当社ウェブサイト >>> https://www.shizuokagas.co.jp/
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▎議決権行使書用紙のご記入のご案内

株主総会にご出席いただける方 株主総会にご出席いただけない方

※議決権行使書用紙において、各議案につき賛否のご表示のない場合は、「賛」の意思表示があったものとして取り扱うこととさせていただきます。

会場受付にご提出 書面（郵送）による
ご提出

インターネット等で
ご入力

議決権行使ウェブサイト
https://soukai.mizuho-tb.co.jp/

詳細は次頁をご覧ください

株主総会開催日時
2022年３月23日（水曜日）

午前10時

行使期限
2022年３月22日（火曜日）
午後５時30分到着分まで

行使期限
2022年３月22日（火曜日）
午後５時30分入力分まで

こちらに、各議案の賛否をご記入ください。
第１、２号議案 第３号議案

議案に対する賛否をご記入ください

議決権行使書用紙を
ご持参ください 議決権行使書

こちらを切り取って
ご返送ください

●賛成の場合……｢賛｣の欄に○印
●否認する場合…｢否｣の欄に○印

●全員賛成の場合……｢賛｣の欄に○印
●全員否認する場合…｢否｣の欄に○印
●一部の候補者を……｢賛｣の欄に○印

をし、否認する
候補者の番号を
ご記入ください。

否認する場合

ご確認ください

株主総会における議決権の行使は、株主の皆さまの大切な権利です。後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議
決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。
議決権の行使は、以下の３つの方法がございます。

当日ご出席の際は、お手数ながら、
本招集ご通知をご持参いただくと
ともに同封の議決権行使書用紙を
会場受付へご提出願います。

議決権行使書用紙に各議案の賛否
をご表示のうえ、ご返送ください｡

当社指定の議決権行使ウェブサイ
トにアクセスしていただき、画面
の案内にしたがい、議案に対する
賛否をご入力ください。

スマート行使に必要なQRコードが記載されております。
この裏面には、インターネット等による議決権行使に
必要となる「議決権行使コード」と「パスワード」が
記載されております。

見本

議決権行使のご案内
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インターネット等による議決権行使のご案内
インターネット等による議決権行使に際しては、以下の事項をご了承のうえ、ご行使ください。

当社の指定する議決権行使ウェブサイト https://soukai.mizuho-tb.co.jp/
2022年３月22日(火曜日) 午後５時30分までにご入力ください。

機関投資家の皆さまへ

重複して議決権を行使された場合のお取扱い
●書面とインターネット等により重複して議決権を行使された場合は、インターネット等による議決権行使を有効といたします。
●インターネット等により複数回議決権を行使された場合は、最後の行使を有効といたします。

（ご注意）
●パスワードは、ご行使される方がご本人であることを確認する手段です。なお、パスワードを当社よりお尋ねすることはございません。
●パスワードは一定回数以上間違えるとロックされ使用できなくなります。ロックされた場合、画面の案内に従ってお手続きください。

システム等に関する
お 問 い 合 わ せ

みずほ信託銀行 証券代行部
インターネットヘルプダイヤル

フリーダイヤル
ご利用時間 午前９時～午後９時

QRコードを読み取る方法「スマート行使」 議決権行使コード・パスワードを入力する方法
議決権行使
ウェブサイト https://soukai.mizuho-tb.co.jp/

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。4

「スマート行使」による議決権行使は1回のみ。

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。1
議決権 行 使 書

御中

株主番号 ○○○○○○○○ 議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード
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※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

「次へすすむ」をクリック

議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。2

「議決権行使コード」を入力

「次へ」をクリック

議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。3

「初期パスワード」を入力

実際にご使用になる新しい
パスワードを設定してください
「登録」をクリック

議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権行
使ウェブサイトにログインすることができます。

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですが PC 向けサイトへアクセ
スし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力して
ログイン、再度議決権行使をお願いいたします。
※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへアクセスできます。

管理信託銀行等の名義株主さま（常任代理人さまを含みます。）は、株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行
使プラットフォームのご利用を事前に申し込まれた場合には、当該プラットフォームをご利用いただくことができます。

0120 -768 -524

見本
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株主総会参考書類
議案および参考事項

5

15.00

7.50

7.50

16.00

8.00

8.00

17.00

8.50

8.50

第174期
2021年12月期

第171期
2018年12月期

第172期
2019年12月期

第173期
2020年12月期

＜ご参考＞

１株当たり
配当金の推移
（単位：円）

中間期

期 末

18.00

9.00

9.00

第１号議案 剰余金の処分の件
剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

1. 期末配当に関する事項
期末配当につきましては、安定的な配当の継続を基本に、財政状況および業績などを総合的に勘案し、以下

のとおりといたしたいと存じます。
（1）株主に対する配当財産の割当に関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき金9.0円
総額 666,920,133円

（2）配当が効力を生じる日
2022年３月24日

2. その他の剰余金の処分に関する事項
その他の剰余金の処分につきましては、経営の健全な発展を期し、今後の経営環境を勘案して財務体質の強

化を図るため、以下のとおりといたしたいと存じます。
（1）増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金 1,400,000,000円
（2）減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 1,400,000,000円



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告

6

第２号議案 定款一部変更の件
1. 提案の理由
2019年の会社法改正により、株主総会参考書類等の電子提供措置が認められるとともに、振替株式発行会社

(上場会社)には、電子提供措置に係る改正会社法の施行日以降、株主総会参考書類等の内容である情報につい
て、電子提供措置をとる旨を定款で定めることが義務付けられることとなりました。これに伴い、所要の変更を
行うものであります。

2. 変更の内容
変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)
現 行 定 款 変 更 案

（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提
示）
第19条 当会社は，株主総会の招集に際し，株主総会参
考書類，事業報告，計算書類および連結計算書類に記載
または表示をすべき事項に係る情報を，法務省令に定め
るところに従いインターネットを利用する方法で開示す
ることにより，株主に対して提供したものとみなすこと
ができる。

（削除）

（新設） （電子提供措置等）
第19条 当会社は，株主総会の招集に際し，株主総会参
考書類等の内容である情報について，電子提供措置をと
るものとする。
② 当会社は，電子提供措置をとる事項のうち法務省令
で定めるものの全部または一部について，議決権の基準
日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に
記載しないことができる。
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現 行 定 款 変 更 案

第20条～第50条（条文省略） 第20条～第50条（現行どおり）

（新設） （附則）
１．現行定款第19条（株主総会参考書類等のインターネ
ット開示とみなし提示）の削除および変更定款第19条
（電子提供措置等）の新設は，会社法の一部を改正する法
律（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定
する改正規定の施行の日（以下「施行日」という）から
効力を生ずるものとする。
２．前項の規定にかかわらず，施行日から６か月以内の
日を株主総会の日とする株主総会については，現行定款
第19条はなお効力を有する。
３．本附則は，施行日から６か月を経過した日または前
項の株主総会の日から３か月を経過した日のいずれか遅
い日後にこれを削除する。
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第３号議案 取締役８名選任の件
本総会終結の時をもって取締役全員(８名)が、任期満了となりますので、取締役８名の選任をお願いするもので

あります。
取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号 氏 名 当社における現在の地位および担当 候補者属性

1 と の や ひろし

戸野谷 宏
代表取締役
取締役会長 再任

2 き し だ ひ ろ ゆ き

岸 田 裕 之
代表取締役
社長執行役員 再任

3 え ん ど う ま さ か ず

遠 藤 正 和
代表取締役
専務執行役員 営業本部長、社長補佐 再任

4 こ す ぎ み つ の ぶ

小 杉 充 伸
取締役
常務執行役員

経営戦略本部・コーポレートサービス本部管掌、
社長補佐 再任

5 の ず え じ ゅ い ち

野 末 寿 一 取締役 再任 社外 独立

6 な か に し か つ の り

中 西 勝 則 取締役 再任 社外 独立

7 か と う ゆ り こ

加 藤 百合子 取締役 再任 社外 独立

8 ひ ら の はじめ

平 野 肇 取締役 再任 社外 独立

再任 再任取締役候補者 社外 社外取締役候補者 独立 東京証券取引所の定めにもとづく独立役員候補者
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候補者番号 1
と の や ひ ろ し

戸 野 谷 宏（1953年８月11日生） 再 任

●略歴並びに当社における地位および担当
所有する当社の株式数
64,802 株

取締役在任年数
21年

取締役会への出席状況
8/8 回（100 ％）

1976年 ４月 当社入社
1997年 ４月 当社総務グループリーダー
2001年 ３月 当社取締役
2007年 １月 当社取締役 常務執行役員

企画部長

2010年 ４月 当社取締役 専務執行役員
2011年 １月 当社代表取締役 取締役社長
2018年 １月 当社代表取締役 取締役会長

現在に至る

●取締役候補者とした理由等
主に総務、人事関連業務に従事し、2011年1月から2017年12月までの７年間取締役社長、2018
年1月から取締役会長として取締役会議長を務めており、当社における豊富な業務経験と高い見識
を有していることから、引き続き取締役候補者として選任をお願いするものであります。

候補者番号 2
き し だ ひ ろ ゆ き

岸 田 裕 之（1958年12月12日生） 再 任

●略歴並びに当社における地位および担当
所有する当社の株式数
11,202 株

取締役在任年数
8年

取締役会への出席状況
8/8 回（100 ％）

1981年 ４月 当社入社
2012年 ４月 当社執行役員 企画部長
2013年 ３月 南富士パイプライン㈱

代表取締役 取締役社長
2014年 １月 当社常務執行役員

企画・原料・総合エネルギー
事業推進部門統括

2014年 ３月 当社取締役 常務執行役員
企画・原料・総合エネルギー
事業推進部門統括

2015年 ４月 当社取締役 常務執行役員
くらし事業部長

2016年 １月 当社取締役 専務執行役員
くらし事業本部長

2018年 １月 当社代表取締役 社長執行役員
くらし事業本部長

2019年 １月 当社代表取締役 社長執行役員
現在に至る

●取締役候補者とした理由等
主に企画関連業務に従事し、現在は社長執行役員を務めており、当社における豊富な業務経験と高
い見識を有していることから、引き続き取締役候補者として選任をお願いするものであります。
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候補者番号 3
え ん ど う ま さ か ず

遠 藤 正 和（1953年６月28日生） 再 任

●略歴並びに当社における地位および担当
所有する当社の株式数
27,300 株

取締役在任年数
12年

取締役会への出席状況
8/8 回（100 ％）

1976年 ４月 当社入社
2011年 ３月 当社取締役 常務執行役員

エネルギー営業部長
2014年 ３月 静岡ガスエネルギー㈱

代表取締役 取締役社長
静岡ガスサービス㈱
代表取締役 取締役社長

2016年 １月 当社専務執行役員
マルチエネルギー事業本部長
兼 産業エネルギー部長

2016年 ３月 当社取締役 専務執行役員
マルチエネルギー事業本部長
兼 産業エネルギー部長

2019年 １月 当社代表取締役 専務執行役員
くらし事業本部長 兼
マルチエネルギー事業本部長

2021年１ 月 当社代表取締役 専務執行役員
営業本部長 兼 営業本部戦略推
進部長

2021年10月 静岡ガス・エンジニアリング㈱
代表取締役 取締役社長

2022年 １月 当社代表取締役 専務執行役員
営業本部長、社長補佐
現在に至る

●取締役候補者とした理由等
主に産業用エネルギー関連業務に従事し、現在は専務執行役員を務めており、当社における豊富な
業務経験と高い見識を有していることから、引き続き取締役候補者として選任をお願いするもので
あります。

候補者番号 4
こ す ぎ み つ の ぶ

小 杉 充 伸（1961年11月28日生） 再 任

●略歴並びに当社における地位および担当
所有する当社の株式数
20,005 株

取締役在任年数
6年

取締役会への出席状況
8/8 回（100 ％）

1985年 ４月 当社入社
2010年 ４月 当社企画部 経営企画担当

マネジャー
2012年 ４月 当社企画部 副部長

兼 経営企画担当マネジャー
2014年 １月 当社執行役員 企画部長

兼 経営企画担当マネジャー
2014年 ３月 南富士パイプライン㈱

代表取締役取締役社長
2014年 ４月 当社執行役員 企画部長
2016年 １月 当社常務執行役員 企画部長

2016年 ３月 当社取締役 常務執行役員
企画部長

2017年 １月 当社取締役 常務執行役員
経営管理部長 兼 事業戦略部長

2017年 ３月 当社取締役 常務執行役員
経営管理部長

2020年 １月 当社取締役 常務執行役員
総務人事部長

2022年 １月 当社取締役 常務執行役員
経営戦略本部・コーポレートサ
ービス本部管掌、
社長補佐 現在に至る

●取締役候補者とした理由等
主に企画関連業務に従事し、現在は常務執行役員を務めており、当社における豊富な業務経験と高
い見識を有していることから、引き続き取締役候補者として選任をお願いするものであります。
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候補者番号 5
の ず え じ ゅ い ち

野 末 寿 一（1960年８月15日生） 再 任 社 外 独 立

●略歴並びに当社における地位および担当
所有する当社の株式数
5,000 株

取締役在任年数
7年

取締役会への出席状況
8/8 回（100 ％）

1987年 ４月 弁護士登録
1990年12月 加藤法律特許事務所

(現 静岡のぞみ法律特許事務所)
入所 現在に至る

1996年 ３月 米国ニューヨーク州弁護士資格取得
1996年10月 弁理士登録
2003年 ３月 当社社外監査役

2005年 ４月 ㈱ミスミグループ本社
社外監査役 現在に至る

2015年 ３月 当社社外取締役 現在に至る
2015年 ６月 レック㈱ 社外取締役

(監査等委員) 現在に至る
2018年 ６月 ㈱赤阪鐵工所 社外取締役

現在に至る
●重要な兼職の状況
静岡のぞみ法律特許事務所 弁護士
㈱ミスミグループ本社 社外監査役

レック㈱ 社外取締役（監査等委員）
㈱赤阪鐵工所 社外取締役

●社外取締役候補者とした理由および期待される役割
弁護士として企業法務に携わることで培われた高度な法的専門性、幅広い視野および高い見識によ
り、現在も社外取締役として、経営全般に適切な助言をいただいております。同氏には、引き続き
当社の経営全般に適切な助言を行っていただけるものと判断し、社外取締役候補者として選任をお
願いするものであります。同氏の当社における社外取締役または監査役としての在任期間は、本総
会終結の時をもって19年となります。なお、同氏は直接経営に関与された経験はありませんが、上
記理由により、社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。
当社は同氏を、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として指定し、㈱東京証券取引
所に届け出ております。
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候補者番号 6
な か に し か つ の り

中 西 勝 則（1953年６月15日生） 再 任 社 外 独 立

●略歴並びに当社における地位および担当
所有する当社の株式数

― 株

取締役在任年数
5年

取締役会への出席状況
8/8 回（100 ％）

1976年 ４月 ㈱静岡銀行入行
1998年12月 同行人事部 副部長 兼 人事課長
1999年 ４月 同行理事 人事部長
1999年 ６月 同行理事 経営管理部長
2001年 ６月 同行取締役 執行役員 経営企画部長
2003年 ６月 同行取締役 常務執行役員

2005年 ４月 同行取締役 常務執行役員

2005年 ６月
企画・管理担当 経営統括副本部長
同行代表取締役 取締役頭取

2017年 ３月 当社社外取締役 現在に至る
2017年 ６月 ㈱静岡銀行代表取締役 取締役

会長 現在に至る
静岡鉄道㈱社外取締役 現在に至る

●重要な兼職の状況
㈱静岡銀行 代表取締役 取締役会長
静岡鉄道㈱ 社外取締役
●社外取締役候補者とした理由および期待される役割
金融機関の経営者として培われた豊富な経験と高い見識により、現在も社外取締役として、経営全
般に適切な助言をいただいております。同氏には、引き続き企業の海外展開支援などにより培われ
た国際感覚や経験を活かし、当社の海外展開を含めた経営全般に適切な助言をいただけるものと判
断し、社外取締役候補者として選任をお願いするものであります。同氏の当社における社外取締役
としての在任期間は、本総会終結の時をもって５年となります。
当社は同氏を、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として指定し、㈱東京証券取引
所に届け出ております。
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候補者番号 7
か と う ゆ り こ

加 藤 百合子（1974年６月19日生） 再 任 社 外 独 立

●略歴並びに当社における地位および担当
所有する当社の株式数

― 株

取締役在任年数
4年

取締役会への出席状況
8/8 回（100 ％）

2000年 ４月 キヤノン㈱入社
2001年 ４月 ㈱三共製作所入社
2009年10月 ㈱エムスクエア・ラボ

代表取締役 現在に至る
2012年10月 ＣＳＮ地方創生ネットワーク㈱

取締役

2013年 ６月 トクラス㈱ 社外取締役
2017年 ３月 やさいバス㈱ 代表取締役

現在に至る
2018年 ３月 当社社外取締役 現在に至る
2018年 ７月 グローカルデザインスクール㈱

代表取締役
2020年 ６月 スズキ㈱ 社外取締役

現在に至る
●重要な兼職の状況
㈱エムスクエア・ラボ 代表取締役
やさいバス㈱ 代表取締役

スズキ㈱ 社外取締役

●社外取締役候補者とした理由および期待される役割
農業支援ビジネスの経営者として培われた豊富な経験と高い見識により、現在も社外取締役として
経営全般に適切な助言をいただいております。同氏には、引き続き新規ビジネスの起業により培わ
れた経験を活かし、当社のくらしサービス事業、新規事業展開を含めた経営全般に助言をいただけ
るものと判断し、社外取締役候補者として選任をお願いするものであります。
同氏の当社における社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって４年となります。当
社は同氏を、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として指定し、㈱東京証券取引所
に届け出ております。
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候補者番号 8
ひ ら の は じ め

平 野 肇（1955年11月16日生） 再 任 社 外 独 立

●略歴並びに当社における地位および担当
所有する当社の株式数

― 株

取締役在任年数
3年

取締役会への出席状況
8/8 回（100 ％）

1979年 ４月 三菱商事㈱入社
2010年 ４月 同社執行役員 石油事業本部長
2013年 ４月 同社執行役員 天然ガス事業本部

副本部長
2014年 ４月 同社常務執行役員

天然ガス事業本部長

2015年 ４月 同社エネルギー事業グループ
COO（石油・ガス探鉱開発事業、
天然ガス事業関係）
兼 天然ガス事業本部長

2016年 ４月 同社エネルギー事業グループ
CEO

2018年 ４月 同社顧問
2019年 ３月 当社社外取締役 現在に至る
2019年 ６月 三菱商事㈱常勤監査役 現在に

至る
●重要な兼職の状況
三菱商事㈱ 常勤監査役
●社外取締役候補者とした理由および期待される役割
大手商社の経営者として培われた豊富な経験と、エネルギー事業に精通した高い見識により、現在
も社外取締役として経営全般に適切な助言をいただいております。同氏には、引き続き当社の原料
調達や海外事業展開を含めた経営全般に適切な助言をいただけるものと判断し、社外取締役候補者
として選任をお願いするものであります。
同氏の当社における社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって３年となります。当
社は同氏を、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として指定し、㈱東京証券取引所
に届け出ております。

(注)１.中西勝則氏は㈱静岡銀行の代表取締役 取締役会長であり、当社と同社との間に資金の借入等の取引関係、加藤百合子氏はやさ
いバス㈱の代表取締役であり、当社と同社との間に土地の使用貸借の取引関係があります。

２.その他の各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
３.社外取締役との責任限定契約について

当社と野末寿一、中西勝則、加藤百合子、平野肇の４氏は、会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結してお
り、当該契約に基づく賠償責任限度額は法令の規定する額であります。４氏の再任がご承認された場合、当社は４氏との間の上
記の責任限定契約を継続する予定であります。

４.当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる、役員としての業務に起因する損
害賠償請求によって受ける損害を当該保険契約により補填することとしております。各候補者は、当該保険契約の被保険者に含
められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
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〈ご参考〉取締役、監査役のスキルマトリックス
当社の経営・事業戦略に照らして策定した取締役、監査役の有するスキル等の組み合わせは下表のとおりです。

氏名 企業経営
法務・
リスクマネ
ジメント

財務・
会計

人材・
組織開発

地域経済・
地域に対
する知見

エネルギー
事業

グローバル
事業

営業・
マーケ
ティング

取締役

戸野谷 宏 ● ● ● ● ●
岸田 裕之 ● ● ● ● ●
遠藤 正和 ● ● ● ●
小杉 充伸 ● ● ● ● ●
野末 寿一 ● ● ●
中西 勝則 ● ● ● ● ● ●
加藤 百合子 ● ● ●
平野 肇 ● ● ● ●

監査役

飯田 晃司 ● ● ● ●
丸野 孝一 ● ● ● ●
谷津 良明 ● ● ●
小林 英文 ● ● ●

※上記一覧表は、各人の有する全ての専門性や経験を示すものではありません。
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静岡ガス株式会社 社外役員の独立性に関する基準
当社は、社外取締役および社外監査役（以下、「社外役員」という）が以下のいずれにも該当しない場合、独立

性があると判断する。

１. 当社を主要な取引先とする者（※１）またはその業務執行者
２. 当社の主要な取引先（※２）またはその業務執行者
３. 当社から役員報酬以外に多額（※３）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律
専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）

４. 過去３年間において上記１. 、２. または３. に掲げる者
５. 次の（Ａ）から（Ｃ）までのいずれかに掲げる者で重要な者（※４）の配偶者、二親等以内の親族
（Ａ）上記１. から上記４. までに掲げる者
（Ｂ）当社の子会社の業務執行者
（Ｃ）過去３年間において前（Ｂ）または当社の業務執行者に該当していた者

※１：「当社を主要な取引先とする者」とは、当社の事業活動に欠くことができないような商品・役務の提供を行っている相手で、当
該取引先との取引で当社が支払う金額が、取引先の連結売上高の２％を超える者をいう。

※２：「当社の主要な取引先」とは、当社の事業活動に欠くことができないような商品・役務の提供を行っている相手で、かつ次のい
ずれかに該当する者をいう。
①当該取引先との取引で当社が受け取る金額が、当社の連結売上高の２％を超える者
②当社の当該金融機関からの借入金の総額が当社の連結総資産の２％を超える者

※３： 過去３事業年度の平均で、年間1,000万円以上
※４： 取締役（社外取締役を除く）または執行役員等の上級管理職である使用人、各監査法人に所属する公認会計士、各法律事務所に

所属する弁護士

以 上
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121,320 7,391

3,709

6,828

＜ご参考＞

第174期
2021年12月期

第173期
2020年12月期

売上高（単位：百万円）

第174期
2021年12月期

第173期
2020年12月期

営業利益（単位：百万円）

第174期
2021年12月期

第173期
2020年12月期

経常利益（単位：百万円）

第174期
2021年12月期

第173期
2020年12月期

親会社株主に帰属する
当期純利益（単位：百万円）

132,988

4,989
6,474 4,115

1 企業集団の現況に関する事項
１）事業の経過およびその成果

当期におけるわが国の経済は、新型コロナウイルス感染症の拡大と長期化の影響により経済活動が
制限され、個人消費が低迷するなど、先行き不透明な状況が続きました。
エネルギー業界におきましては、業種や地域の垣根を越えた競争が一層激しさを増すとともに、

2050年のカーボンニュートラル実現に向け、2030年における温室効果ガス排出量を2013年比46％
削減する政府方針が示され、脱炭素の動きがさらに加速するなど、当社を取り巻く環境は大きく変化
いたしました。
このような状況のもと、当社グループは、持続的な地域社会の発展に貢献するとともに、お客さま

へ最適なソリューションを提供する「地域No.１ソリューション企業グループ」を目指し、ガスを中
心とした基盤事業の他、くらしサービスや再生可能エネルギー、海外事業などの分野にも積極的に取
り組んでまいりました。
当期における当社グループの連結売上高は、原料費調整制度によるガス販売単価の下方調整があっ

たものの、ガス販売量および電力販売量が増加したことにより、前期に比べ9.6％増の1,329億８千８
百万円となりました。
一方、連結営業利益は、原料価格の変動がガス販売単価に反映されるタイムラグにより、前期に比

べ26.9％減の49億８千９百万円となり、連結経常利益は同12.4％減の64億７千４百万円、親会社株主
に帰属する当期純利益は同11.0％増の41億１千５百万円となりました。

以下、事業別の概要をご報告申しあげます。

●ガス
お客さま数（取付メーター数）は、新築市場および既存市場において新規のお客さまの獲得に努め

たことなどから、当期中に813戸増加し、期末現在で360,046戸となりました。
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777 526

94

1,471

832 625 1,626

74

75

94

45324 369

419

30

448

＜ご参考＞

第174期
2021年12月期

第173期
2020年12月期

ガス販売量 （単位：百万㎥）

■ 家庭用 ■ 業務用 ■ 工業用 ■ 卸供給

第174期
2021年12月期

第173期
2020年12月期

電力販売量 （単位：百万kWh）

■ 小売 ■ 卸売

ガス販売量は、前期に比べ10.6％増の16億２千６百万立方メートルとなりました。用途別では、
家庭用は、前期に比べ0.5％増の９千４百万立方メートルとなりました。業務用（商業用・公用およ
び医療用）は、空調需要の増加などにより、前期に比べ0.4％増の７千５百万立方メートルとなりまし
た。工業用は、お客さま設備の稼働が堅調に推移したことなどから、前期に比べ7.1％増の８億３千２百
万立方メートルとなりました。卸供給は、前期に比べ18.9％増の６億２千５百万立方メートルとなり
ました。
売上高は、原料費調整制度によるガス販売単価の下方調整はあったものの、販売量の増加により、前期

に比べ8.9％増の1,044億８千５百万円となりました。

● LPG・その他エネルギー
電力事業の販売量が増加したことに加え、LPG事業における販売量の増加や販売単価の引き上げな

どにより、売上高は前期に比べ22.9％増の210億８千３百万円となりました。

●その他
設備工事、受注工事およびガス機器販売などのその他の事業の売上高は、設備工事の売上が増加し

たことなどにより、前期に比べ4.9％増の152億３千９百万円となりました。
(注)１. 各事業の売上高には、事業部門間の内部売上高を含んでおりますが、連結売上高には、これを含んでおりません。
２. ガス販売量は、１立方メートル当たり45MJ（メガジュール）換算で表示しております。
３. 消費税等については、税抜方式によっております。
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２）設備投資等の状況
当期は、天然ガスの安定供給のためのガス導管建設工事などを行い、設備投資総額は90億１千万円

となりました。

３）資金調達の状況
当期末の借入金は、設備資金の一部を長期借入金で調達したことなどにより、前期末に比べ５億４

千万円増の66億２千５百万円となりました。

４）対処すべき課題
人口減少や少子高齢化、脱炭素、デジタル化の進展などが大きな潮流となる中、自由化による電力・ガ

スの競争も一層激しさを増し、当社グループを取り巻く環境は大きく変化しています。中でも脱炭素につ
いては、2021年に開催されたCOP26において、多くの国が2050年までのカーボンニュートラルの実現を
表明するとともに、日本国内においてもカーボンニュートラルに軸足を移す企業が増加するなど、その実
現に向けた取り組みが一層加速しています。さらには、新型コロナウイルス感染症の収束が未だ見通せな
い状況の中、新たな価値観に基づいた生活スタイルへの転換も進んでいます。
こうした事業環境の下、当社グループでは「2050年カーボンニュートラルビジョン」、「2030年ビジョ

ン」の２つのビジョンを2021年に公表しました。「2050年カーボンニュートラルビジョン」では、お客さ
まや地域とともに、2050年にカーボンニュートラルを実現することを掲げ、そこに至るロードマップを示
しました。「2030年ビジョン」では、持続可能なくらしやすい地域を目指し、「安全・安心」「カーボンニ
ュートラル化の実現」「QOL（クオリティ・オブ・ライフ）向上」の３つの視点から、事業を通じて地域の
皆さまとともに新たな価値創造のサイクルをおこし、地域共創を実現することを掲げました。
これらのビジョンの実現に向けて、「都市ガス・LPG事業」、「電力・再エネ事業」、「くらしサービス・エ

ンジニアリングサービス事業」、「海外事業」を軸として、以下の取り組みを進めてまいります。

①基盤事業の継続的成長
基盤事業である都市ガス事業およびLPG事業では、引き続き、「安全・安心」を第一に保安の確保、
安定供給の維持に努めるとともに、グループ顧客基盤の拡大に注力していきます。保安の確保、安定
供給については、製造・供給設備への継続的なレジリエンス投資を進め、あわせてデジタル技術を活
用した保安レベルの向上にも取り組んでいきます。LNG調達においては、市場の流動化が進む中、シ
ンガポールを拠点とするネットワークを活用した取引の多様化などにより、安定的な調達と価格の低
減に努めていきます。また、エネルギーの高度利用やカーボンニュートラルLNGの調達、メタネーシ
ョン技術の実証などを通して、お客さまとともに低炭素化やガスのカーボンニュートラル化に貢献し
てまいります。
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②新たな成長事業の確立
電力・再エネ事業では、都市ガス・LPGとともに、電力のお客さま獲得を一層推進していきます。また、

地域のエネルギー資源と自社電源を組み合わせた地産地消型の電力供給システムを活用し、地域内の効率
的なエネルギー利用と電力の安定供給に努めるとともに、太陽光発電やバイオマス発電を中心に、再生可
能エネルギー電源の開発にも積極的に取り組んでまいります。
くらしサービス事業では、くらしを豊かにする商材やサービスの提供を通して、個々のお客さまニーズ

や信頼に確実にお応えするとともに、他社との協業やデジタル技術を活用した新しいサービスを創出して
まいります。
エンジニアリングサービス事業では、ガスや電気、熱を組み合わせた提案など、お客さまに最適なソリ

ューションを提供し、これまで培った燃焼技術、メンテナンス技術などにデジタル技術を合わせ、新たな
サービスを展開してまいります。
海外事業では、東南アジアを中心に、国内で培った技術力やノウハウを活用した天然ガスシフト、エネ

ルギーの高度利用を推進するとともに、それぞれの地域に適した再生可能エネルギーの開発にも取り組み、
グローバルでのCO2削減にも貢献してまいります。
新規分野では、水道本管の敷設をはじめとした地域のレジリエンス強化や、地域データ、デジタル技術

の活用などによる地域課題の解決にもチャレンジしてまいります。

③経営基盤の強化
各事業の持続的な成長に向け、より高度なガバナンス体制やリスク管理体制の確立、人材の活用や
育成など、経営基盤の強化に取り組んでいきます。人材への投資を進め、基盤事業を担う人材に加
え、成長分野やデジタル化を牽引し新たな価値を創出できる人材の採用、育成を一層推進するととも
に、人材の多様化を図っていきます。あわせて、新しい時代や個々のライフスタイルに合った働き
方、職場環境づくりなどを推進してまいります。

当社グループは、お客さま、地域とともに２つのビジョンの実現に取り組んでいくことで、地域社
会の持続的な発展に貢献してまいります。

株主の皆さまにおかれましては、今後とも格別のご支援を賜りますようお願い申しあげます。



21

【ご参考】静岡ガスグループ2030年ビジョンにおける取り組みについて
当社グループは、2021年12月、「静岡ガスグループ2030年ビジョン」を発表いたしました。同ビジョンでは、

中長期的な将来を見据え、「地域の皆さまと共につくる新しい価値創造のサイクル」をビジョンの柱と位置づけて
います。
企業や自治体と連携し、地域の皆さまにもご参加いただきながら、地域課題の解決やQOL（クオリティ・オ

ブ・ライフ）向上に繋がる新たな価値を創造する基盤や仕組みを立ち上げてまいります。

＜2030年に目指す姿＞
地域の皆さまが必要とする “価値やサービス” を生み出し、地域の声に耳を傾け、生活の質をアップデートし

ていくサイクルをつくり、地域共創の実現を目指します。
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130

70

50%

14%
3%

16%

12%

5%

86%

14%

過去３年水準 2030年

目標とする事業ポートフォリオ

都市ガス
以外の事業

都市ガス 都市ガス

海外

新規

くらしサービス
ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ

電力・再エネ

LPG

新たな成長事業の確立

基盤事業の
継続的成長

基盤事業と成長事業の
利益比を１：１に

都市ガス
以外の事業

都市ガス

連結経常利益（億円）

2030年過去３年基準

65

65

60

10

＜３つの視点と５つの具体的取り組み＞
地域のステークホルダー（お客さまや企業・自治体）とともに、①安全・安心、②カーボンニュートラル

（CN）化の実現、③QOL（クオリティ・オブ・ライフ）向上の３つの視点から価値を提供し、（１）都市ガス・
LPG、（２）電力・再エネ、（３）くらしサービス・エンジニアリングサービス、（４）新規分野、（５）海外の５つ
の分野を中心に事業に取り組むことで、持続可能なくらしやすい地域づくりを目指します。

＜数値目標＞
基盤事業である都市ガス事業の継続的成長を図りつつ、新たな成長事業を確立することで、2030年の連結経常

利益130億円、連結経常利益に占める都市ガス事業以外の比率50％を目指していきます。
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５）財産および損益の状況の推移

区 分 第171期
2018年12月期

第172期
2019年12月期

第173期
2020年12月期

第174期
2021年12月期

売上高 (百万円) 143,199 141,544 121,320 132,988
経常利益 (百万円) 5,589 8,537 7,391 6,474
親会社株主に帰属
する当期純利益 (百万円) 3,290 5,519 3,709 4,115
1株当たり当期純利益 (円) 44.58 74.62 50.09 55.55
総資産 (百万円) 113,454 115,027 118,177 123,996
純資産 (百万円) 82,356 86,410 87,673 92,150
(注)１. １株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式数に基づき算出しております。
２.「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 2018年２月16日）等を第172期の期首か
ら適用しており、第171期の総資産の金額については、当該会計基準等を遡って適用した後の金額となっており
ます。

６）重要な子会社の状況
①重要な子会社の状況

会社名 資本金（百万円） 出資比率（％） 主要な事業内容

清水エル・エヌ・ジー株式会社 3,000 65.00 LNG基地の運営およびガスの製造販売
静岡ガス＆パワー株式会社 495 100.00 発電、電力の売買
静岡ガスリビング株式会社 400 100.00 警報器の販売およびリフォーム事業
静岡ガスエネルギー株式会社 240 100.00 LPGおよびLPG機器の販売
吉田瓦斯株式会社 80 69.97 山梨県富士吉田市におけるガス事業

②特定完全子会社の状況
当期末において当社の特定完全子会社はありません。

③企業結合の成果
当期末における当社の連結子会社は、上記の重要な子会社５社を含む23社であります。当期の連結売上

高は1,329億８千８百万円（前期比9.6％増）、親会社株主に帰属する当期純利益は41億１千５百万円
（前期比11.0％増）であります。
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７）主要な事業内容（2021年12月31日現在）
事業区分 主要な事業内容

ガス 都市ガスの製造・供給・販売、LNGの販売
LPG・その他エネルギー LPGの販売、電力、オンサイト・エネルギーサービス

その他 ガス工事の施工、ガス機器・警報器の販売、リフォーム事業、車両・事
務機器等のリース

８）主要な事業所（2021年12月31日現在）
①当社
本 社 （静岡市駿河区）
支 社

名 称 所在地
静岡支社 静岡市駿河区
富士支社 静岡県富士市

名 称 所在地
東部支社 静岡県沼津市

②主要な子会社
名 称 所在地

清水エル・エヌ・ジー株式会社 静岡市清水区
吉田瓦斯株式会社 山梨県富士吉田市
中遠ガス株式会社 静岡県掛川市
袋井ガス株式会社 静岡県袋井市
御殿場ガス株式会社 静岡県御殿場市
島田ガス株式会社 静岡県島田市
下田ガス株式会社 静岡県下田市
信州ガス株式会社 長野県飯田市
佐渡ガス株式会社 新潟県佐渡市
静岡ガスエネルギー株式会社 静岡市駿河区
静岡ガス＆パワー株式会社 静岡県富士市

名 称 所在地
静岡ガスリビング株式会社 静岡市駿河区
静岡ガス・エンジニアリング株式会社 静岡県富士市
静岡ガスクレジット株式会社 静岡市駿河区
静岡ガスサービス株式会社 静岡市駿河区
静岡ガス・システムソリューション株式会社 静岡市駿河区
静岡ガス保険サービス株式会社 静岡市駿河区
エネリア静岡中央株式会社 静岡市駿河区
エネリア静岡北株式会社 静岡市葵区
エネリア東部株式会社 静岡県沼津市
株式会社SG・Bang Boパワーホールディング 静岡市駿河区
SHIZUOKA GAS TRADING PTE. LTD. シンガポール
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９）従業員の状況（2021年12月31日現在）
従業員数 前期末比増減
1,443名 ＋10名

(注) 従業員数は就業人員数を記載しております。

10）主要な借入先（2021年12月31日現在）
借入先 借入金残高（百万円）

株式会社日本政策投資銀行 2,524
株式会社静岡銀行 1,417
株式会社三井住友銀行 740
島田掛川信用金庫 484
株式会社みずほ銀行 421
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2 会社の株式に関する事項（2021年12月31日現在）
１）発行可能株式総数

普通株式 240,000,000株

２）発行済株式の総数
普通株式 74,102,237株（自己株式 2,090,713株を除く）

３）株主数
5,786名

４）大株主（上位10名）
株主名 持株数（千株） 持株比率（％）

鈴 与 商 事 株 式 会 社 13,607 18.36
鈴 与 建 設 株 式 会 社 6,506 8.78
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 6,110 8.24
東 京 瓦 斯 株 式 会 社 6,000 8.09
みずほ信託銀行株式会社退職給付信託みずほ銀行口
再信託受託者株式会社日本カストディ銀行 2,820 3.80

第 一 生 命 保 険 株 式 会 社 2,687 3.62
株 式 会 社 静 岡 銀 行 2,682 3.61
中 部 電 力 株 式 会 社 1,500 2.02
みずほ信託銀行株式会社退職給付信託スルガ銀行口
再信託受託者株式会社日本カストディ銀行 1,245 1.68
株 式 会 社 清 水 銀 行 1,200 1.61
(注)１．当社は、自己株式を2,090,713株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
２．持株比率は、自己株式を控除して計算しております。

５）当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況
株式数 交付対象者数

取締役（社外取締役を除く） 24,209株 ４名
(注) 上記の他、取締役を兼務しない執行役員８名への非金銭報酬として、譲渡制限付株式10,440株を交付しておりま

す。
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3 会社の新株予約権に関する事項
１）当事業年度の末日に当社取締役が保有する新株予約権等

発行回次
(発行決議日)

保有者数と新株
予 約 権 の 数
(社外取締役を除く)

目的となる株式
の種類および数

新株予約権
の払込金額

新株予約権の行使
に際して出資され
る財産の価額

新株予約権の
権利行使期間

第1回新株予約権
(2014年3月27日)

３名
147個

普通株式
14,700株

1個につき
55,500円 1株あたり1円 2014年4月15日から

2044年4月14日まで

第2回新株予約権
(2015年3月25日)

３名
108個

普通株式
10,800株

1個につき
75,900円 1株あたり1円 2015年4月14日から

2045年4月13日まで

第3回新株予約権
(2016年3月23日)

４名
172個

普通株式
17,200株

1個につき
70,300円 1株あたり1円 2016年4月12日から

2046年4月11日まで

第4回新株予約権
(2017年3月22日)

４名
189個

普通株式
18,900株

1個につき
69,600円 1株あたり1円 2017年4月11日から

2047年4月10日まで

第5回新株予約権
(2018年3月23日)

４名
164個

普通株式
16,400株

1個につき
88,900円 1株あたり1円 2018年4月12日から

2048年4月11日まで

第6回新株予約権
(2019年3月20日)

４名
155個

普通株式
15,500株

1個につき
87,700円 1株あたり1円 2019年4月9日から

2049年4月8日まで

第7回新株予約権
(2020年3月25日)

４名
178個

普通株式
17,800株

1個につき
90,600円 1株あたり1円 2020年4月15日から

2050年4月14日まで

２）当事業年度中に使用人等に交付した新株予約権等
該当事項はありません。

(注) 新株予約権者は、権利行使期間内において、当社または当社の完全子会社のそれぞれの会社において、取締役および執
行役員のいずれの地位をも喪失した日から10日間に限り、当該喪失した地位に基づき割当てを受けた新株予約権を行使
することができます。
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4 会社役員に関する事項（2021年12月31日現在）
１）取締役および監査役の氏名等

氏 名 地位および担当 重要な兼職の状況

戸野谷 宏 代表取締役 取締役会長

岸 田 裕 之 代表取締役 社長執行役員

遠 藤 正 和 代表取締役 専務執行役員
(営業本部長 兼 営業本部戦略推進部長) 静岡ガス・エンジニアリング株式会社 代表取締役 取締役社長

小 杉 充 伸 取締役 常務執行役員
(総務人事部長)

野 末 寿 一 取締役
静岡のぞみ法律特許事務所 弁護士
株式会社ミスミグループ本社 社外監査役
レック株式会社 社外取締役(監査等委員)
株式会社赤阪鐵工所 社外取締役

中 西 勝 則 取締役 株式会社静岡銀行 代表取締役 取締役会長
静岡鉄道株式会社 社外取締役

加 藤 百合子 取締役
株式会社エムスクエア・ラボ 代表取締役
やさいバス株式会社 代表取締役
スズキ株式会社 社外取締役

平 野 肇 取締役 三菱商事株式会社 常勤監査役
飯 田 晃 司 常勤監査役

丸 野 孝 一 監査役 株式会社第一生命経済研究所 代表取締役社長
株式会社ツガミ 社外取締役

谷 津 良 明 監査役 谷津公認会計士事務所
エレマテック株式会社 社外取締役

小 林 英 文 監査役 共和産業海運株式会社 社外監査役
神島化学工業株式会社 社外監査役

(注)１. 当期中の取締役の異動は次のとおりであります。
2021年３月26日開催の第173回定時株主総会終結の時をもって、杉山昭弘氏は任期満了により取締役を退任い
たしました。

２. 当期中の監査役の異動は次のとおりであります。
(1) 2021年３月26日開催の第173回定時株主総会において、小林英文氏は監査役に選任され就任いたしました。
(2) 2021年３月26日開催の第173回定時株主総会終結の時をもって、中井 元氏は任期満了により監査役を退任い
たしました。

３. 取締役 野末寿一、中西勝則、加藤百合子、平野 肇の４氏は、社外取締役であります。
４. 監査役 丸野孝一、谷津良明、小林英文の３氏は、社外監査役であります。
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５. 取締役 野末寿一、中西勝則、加藤百合子、平野 肇および監査役 丸野孝一、小林英文の各氏につきましては、
株式会社東京証券取引所に対し、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として届け出ております。

６. 監査役 丸野孝一氏は、生命保険会社の経営者としての経験があり、財務および会計に関する相当程度の知見を
有しております。

７. 監査役 谷津良明氏は、会計士としての経験があり、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
８. 監査役 小林英文氏は、金融機関の経営者としての経験があり、財務および会計に関する相当程度の知見を有し
ております。

９. 当社は執行役員制度を導入しております。2021年12月31日現在の体制は次のとおりであります。
社長執行役員 岸田 裕之
専務執行役員 遠藤 正和 営業本部長 兼 営業本部 戦略推進部長
常務執行役員 小杉 充伸 総務人事部長

常務執行役員 村井 陽一 導管ネットワーク本部長 兼 導管ネットワーク本部 幹線部長 兼 戦略推進
部長、安全推進室担当

常務執行役員 金田 裕孝 グローバル・エネルギー本部長
執行役員 杉山 武靖 営業本部 副本部長 兼 くらしデザイン部長
執行役員 良知 浩 グローバル・エネルギー本部 基地事業部長
執行役員 内藤 貴康 経営戦略部長 兼 デジタルイノベーション部長

執行役員 内田 充 導管ネットワーク本部 副本部長 兼 導管部長 兼 東部導管ネットワークセ
ンター長

執行役員 松本 尚武 グローバル・エネルギー本部 副本部長 兼 電力・環境事業部長

２）責任限定契約の内容の概要
取締役 野末寿一、中西勝則、加藤百合子、平野 肇および監査役 丸野孝一、谷津良明、小林英文

の各氏は、当社と会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づ
く賠償責任限度額は法令の規定する額であります。

３）役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、取締役、監査役、執行役員、管理職従業員（当社取締役会決議により会社法上の「重要な使用

人」として選任された執行役員以外の者）、退任役員、海外子会社役員および海外法人への当社派遣役員を
被保険者とする会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し
ており、保険料は全額当社が負担しております。当該保険により、被保険者が負担することになる、役員
としての業務に起因する損害賠償請求によって受ける損害を補填することとしています。
当社は、上記の保険契約において、被保険者の犯罪行為や法理に違反することを被保険者が認識しなが

ら行った行為に起因する損害等は補填対象外とすることにより、被保険者の職務の執行の適正性が損なわ
れないように措置を講じております。
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４）取締役および監査役の報酬等の額
① 役員の報酬等の内容にかかる決定方針に関する事項

当社は、2021年２月10日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる
決定方針を決議しております。なお、当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容
について指名・報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定

方法および決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、指
名・報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであ
ると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。

ア．基本方針
当社の取締役の報酬は、その責務や役位に相応しい水準とし、短期および中長期にわたり企業
価値の最大化を図るインセンティブとして有効に機能するものとする。報酬は、固定報酬であ
る基本報酬、業績連動報酬および株式報酬により構成するものとし、社外取締役については基
本報酬のみの構成とする。

イ．基本報酬
基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、責務などを勘案して決定する。

ウ．業績連動報酬
業績連動報酬は、短期の業績向上に対する意識を高めるため、単年度の業績指標を反映した現
金報酬とし、中期経営計画における単年度の連結経常利益および各部門業績目標の達成度等に
応じて算出される額とする。業績連動報酬は月例の報酬とし、上記にて算出された額を翌年度
の月例報酬として月割りで支払うものとする。

エ．株式報酬
株式報酬は、株価変動のメリットとリスクを株主と共有し、株価上昇および企業価値向上への
貢献意欲を高めるため、譲渡制限付株式報酬とし、株主総会において決議された報酬限度額の
範囲内で金銭報酬債権を支給し、各取締役は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で給
付することにより、譲渡制限付株式の割当てを受けるものとする。

オ．基本報酬、業績連動報酬、株式報酬の割合
個人別の基本報酬、業績連動報酬、株式報酬の報酬割合は、上位の役位ほど業績連動報酬と譲
渡制限付株式報酬を合わせたインセンティブ報酬のウェイトが高まる構成とすることを基本
に、役位、責務に応じて総合的に勘案し、指名・報酬委員会で審議の上、代表取締役が決定す
る。

カ．報酬の内容についての決定
個人別の報酬額は、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で、指名・報酬委員会に
て審議するものとし、当該審議の結果を尊重しつつ取締役会において決議する。譲渡制限付株
式報酬は、役位ごとに定められた報酬基礎額に基づき、取締役会において個人別の割当株式数
を決議する。
監査役の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。

ア．監査役の報酬
監査役の報酬額は、その責務に相応しい水準とし、基本報酬のみで構成するものとし、株主総
会にて決議された報酬限度額の範囲内で、監査役会において決定する。



31

② 取締役および監査役の報酬等の総額等

区分 報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる
役員の員数
（名）基本報酬 業績連動報酬 株式報酬

取締役
（うち社外取締役）

189 141 24 23 9
25 25 － － 4

監査役
（うち社外監査役）

34 34 － － 5
18 18 － － 4

合計
（うち社外役員）

224 176 24 23 14
43 43 － － 8

(注)１．上表には、2021年３月26日開催の第173回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任した取締役１名
および監査役１名の報酬額を含んでおります。

２．業績連動報酬は、中期経営計画における単年度の連結経常利益および各部門業績目標の達成度等に応じて算出さ
れる額としております。2021年度における連結経常利益目標は68億５千６百万円であり、実績は64億７千４
百万円であります。

３．株式報酬は、譲渡制限付株式報酬であり、交付状況は、「２ ５）当事業年度中に職務執行の対価として会社役員
に交付した株式の状況」に記載のとおりであります。

４．取締役の報酬限度額は、2007年３月29日開催の第159回定時株主総会において年額300,000千円以内と決議
しており、当時の員数は９名（うち、社外取締役２名）であります。この報酬限度額には2021年３月26日開催
の第173回定時株主総会で決議した譲渡制限付株式報酬額を含んでおります。
譲渡制限付株式報酬については、2021年３月26日開催の第173回定時株主総会において、当社の取締役（社外
取締役を除く）に対して、前記報酬限度額の範囲内で、年額60,000千円、株式数150,000株を上限として支給
することを決議しております。当該株主総会終結時点の対象取締役の員数は、４名です。

５．監査役の報酬限度額は、1999年３月30日開催の第151回定時株主総会において月額5,000千円以内と決議させ
ていただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、３名です。

６．上表の報酬額の他、社外役員が当社子会社から受けた役員としての報酬額は645千円であります。
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５）社外役員に関する事項
①社外取締役 野末寿一氏
ア．重要な兼職先と当社との関係

当社と静岡のぞみ法律特許事務所、株式会社ミスミグループ本社、レック株式会社、株式会社
赤阪鐵工所との間に特別の関係はありません。なお、当社と野末寿一氏は、顧問弁護士契約を
締結しております。

イ．主要取引先等特定関係事業者との関係
該当事項はありません。

ウ．当事業年度における主な活動状況
当事業年度開催の取締役会８回全てに出席し、主に弁護士としての専門的見地から、当社の経
営全般に対し、積極的に意見を述べており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切
な役割を果たしております。また、指名・報酬委員会の委員として、当事業年度に開催された
委員会３回全てに出席し、当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程において、客観
的・中立的立場での監督機能を担っております。

②社外取締役 中西勝則氏
ア．重要な兼職先と当社との関係

当社と株式会社静岡銀行との間に資金の借入等の取引関係があります。静岡鉄道株式会社との
間には特別の関係はありません。

イ．主要取引先等特定関係事業者との関係
該当事項はありません。

ウ．当事業年度における主な活動状況
当事業年度開催の取締役会８回全てに出席し、金融機関の経営者として培われた豊富な経験と
高い見識から、当社の経営全般に対し、積極的に意見を述べており、意思決定の妥当性・適正
性を確保するための適切な役割を果たしております。また、指名・報酬委員会の委員として、
当事業年度に開催された委員会３回全てに出席し、当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決
定過程において、客観的・中立的立場での監督機能を担っております。
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③社外取締役 加藤百合子氏
ア．重要な兼職先と当社との関係

当社とやさいバス株式会社との間に土地の使用貸借の取引関係があります。株式会社エムスク
エア・ラボ、スズキ株式会社との間には特別の関係はありません。

イ．主要取引先等特定関係事業者との関係
該当事項はありません。

ウ．当事業年度における主な活動状況
当事業年度開催の取締役会８回全てに出席し、農業支援ビジネスの経営者として培われた豊富
な経験と高い見識から、当社の経営全般に対し、積極的に意見を述べており、意思決定の妥当
性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。

④社外取締役 平野 肇氏
ア．重要な兼職先と当社との関係

当社と三菱商事株式会社との間に原料LNGの取引関係があります。
イ．主要取引先等特定関係事業者との関係

該当事項はありません。
ウ．当事業年度における主な活動状況

当事業年度開催の取締役会８回全てに出席し、大手商社で培われた豊富な経験と高い見識か
ら、当社の経営全般に対し、積極的に意見を述べており、意思決定の妥当性・適正性を確保す
るための適切な役割を果たしております。
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⑤社外監査役 丸野孝一氏
ア．重要な兼職先と当社との関係

当社と株式会社第一生命経済研究所、株式会社ツガミとの間に特別の関係はありません。
イ．主要取引先等特定関係事業者との関係

該当事項はありません。
ウ．当事業年度における主な活動状況

当事業年度開催の取締役会８回全て、監査役会10回全てに出席し、生命保険会社の経営者と
して培われた豊富な経験と財務および会計に関する知見に基づき、適切な発言を行っておりま
す。

⑥社外監査役 谷津良明氏
ア．重要な兼職先と当社との関係

当社と谷津公認会計士事務所、エレマテック株式会社との間に特別の関係はありません。
イ．主要取引先等特定関係事業者との関係

該当事項はありません。
ウ．当事業年度における主な活動状況

当事業年度開催の取締役会８回全て、監査役会10回全てに出席し、主に会計士としての専門
的見地から、適切な発言を行っております。

⑦社外監査役 小林英文氏
ア．重要な兼職先と当社との関係

当社と共和産業海運株式会社、神島化学工業株式会社との間に特別の関係はありません。
イ．主要取引先等特定関係事業者との関係

該当事項はありません。
ウ．当事業年度における主な活動状況

第173回定時株主総会で選任され就任した後に開催された取締役会７回全て、監査役会８回全
てに出席し、金融機関の経営者として培われた豊富な経験と高い見識に加え、国際金融分野に
おける経験と高い見識から、適切な発言を行っております。
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5 会計監査人の状況
１）会計監査人の名称

有限責任監査法人トーマツ

２）当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
①当社の会計監査人としての報酬等の額

45,000千円

②当社および当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額
65,060千円

(注) 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬を明
確に区分けしておらず、実質的にも区分できないため、上記①の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しておりま
す。

３）当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額について監査役会が同意した理由
監査役会は、取締役、社内関係部署および会計監査人より必要な資料を入手、報告を受けた上で、

会計監査人の監査計画の妥当性や適切性、会計監査の職務執行状況を確認し、監査時間および報酬単
価等の算出根拠、算出内容を精査した結果、当該報酬は適切、妥当であると判断したため、会計監査
人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

４）非監査業務の内容
当社は会計監査人に対して、収益認識基準の導入にかかる指導・助言業務および託送収支計算書等

にかかる合意された手続実施業務を委託しております。

５）子会社の監査に関する事項
当社の子会社であるSHIZUOKA GAS TRADING PTE. LTD.は、当社の会計監査人以外の監査法

人による監査を受けております。

６）会計監査人の解任または不再任の決定の方針
会社法第340条第１項各号に定める事由に会計監査人が該当すると認められる場合は、監査役全員

の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役
は、解任後最初に招集される株主総会において、当該解任の理由を報告いたします。
また、監査役会は、会計監査人がその職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、会

計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案
を株主総会に提出いたします。
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6 業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況の概要
１）業務の適正を確保するための体制

当社は、業務の適正を確保するための体制について、「内部統制システム構築の基本方針」を取締
役会において決議しており、その内容は次のとおりであります。
①取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
ア．取締役会は、法令、定款および取締役会規程等に基づき、経営上の重要事項について決定を行
う。

イ．取締役は、取締役会規程に則り、会社の業務執行状況を取締役会に報告するとともに、他の取
締役の職務執行を相互に監督する。

ウ．監査役は、法令および監査役会規程に定める監査方針、監査計画に基づき、取締役の職務の執
行を監査する。

エ．取締役を含む役職員が法令、定款および倫理等を遵守するための行動基準を制定するととも
に、コンプライアンスに関する相談窓口を設置する。

オ．代表取締役社長執行役員または代表取締役社長執行役員が指名するものを委員長とするコンプ
ライアンス委員会を設置し、当社グループのコンプライアンスを推進し、その活動状況を取締
役会に報告する。

②取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
取締役は、その職務の執行に係る重要な文書（電磁的記録を含む。以下同じ。）およびその他の重

要な情報を、文書取扱規程に従い保存し、取締役および監査役が、必要な書類を随時入手できるよう
管理する。

③損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ア．執行役員は、それぞれの業務に関連して発生する会社経営に及ぼす重要なリスクを管理する体
制を整備する。

イ．代表取締役社長執行役員を委員長とするリスク管理委員会を設置し、会社経営に影響を及ぼす
可能性のある業務上のリスクをグループ横断で統括する。

ウ．取締役執行役員は、重要なリスク管理の状況を取締役会に報告する。

④取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ア．取締役会で承認された中期および単年度の連結経営計画に基づき業務を遂行するとともに、経
営計画の進捗状況を取締役会に報告し、必要に応じて計画達成に向けた方策や計画の見直し等
について審議する。

イ．取締役会規程に基づき重要案件を取締役会に付議するとともに、取締役会の意思決定の妥当性
を高めるため、社外取締役を選任する。

ウ．執行役員制度を採用し、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、取締役の職務執
行の効率化を図るとともに、機動的で質の高い業務執行体制を構築する。

エ．組織規程に定められた業務分掌・職務権限・決裁手続等に従い、執行役員および各組織内の責
任者等が担当業務について適時・的確に意思決定する。

オ．執行役員等をメンバーとする経営会議を定時開催し、重要な業務執行の審議を行う。
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⑤使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
ア．コンプライアンス規程に基づき当社のコンプライアンスの推進を図る。
イ．コンプライアンスに関する相談窓口を設置し、コンプライアンスに関する潜在的なリスクを収

集し、社内における自浄能力の強化を図る。
ウ．コンプライアンス委員会は、役職員への教育・啓蒙を行い、コンプライアンスの徹底を図る。

⑥当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
ア．子会社への取締役の派遣および関係会社管理規程に基づき、子会社の全般的な経営管理を行

う。
イ．当社常勤役員、執行役員および子会社の経営責任者をメンバーとする会議を開催し、子会社の

経営状況を確認し、子会社および当社グループの経営課題やリスクを適正に管理する。
ウ．当社の内部監査部門は子会社の監査を行う。
エ．監査役および会計監査人は重要な子会社を中心に子会社の監査を行う。
オ．当社のコンプライアンス委員会は、子会社を含めたグループ全体のコンプライアンスの推進を

図る。

⑦監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項な
らびに当該使用人の取締役からの独立性および当該使用人に対する指示の実効性確保に関する事項
監査役は、内部監査部門や執行部門の役職員と連携し、各部門の業務執行状況の確認およびその他

監査役が必要と認める事項について補助を求めることができる。補助を求められた役職員は、当該補
助の業務に関し監査役の指揮命令に従うものとする。

⑧取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
ア．監査役は、取締役会等の社内の重要な会議に出席し、重要な決定や報告を確認する。
イ．監査役は、会議報告書等その他の重要な書類を随時閲覧することができ、稟議書は、全て常勤

監査役に回覧する。
ウ．内部監査部門は、内部監査報告書を監査役に回覧するとともに、監査役の求めに応じて、監査
役への状況報告や意見交換等を行い、監査役との密接な連携を保つ。

エ．取締役は、職務の遂行に関して重大な不正行為、法令・定款に違反する行為または会社に著し
い損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合は、速やかに監査役会に報告する。

オ．監査役は、いつでも必要に応じ、当社グループの取締役および使用人に対して報告を求めるこ
とができる。

カ．監査役へ報告を行った当社グループの取締役および使用人が、当該報告を行ったことを理由と
して不利な取扱いを受けない体制を整備する。

⑨その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ア．監査役の半数以上は社外監査役とし、監査の透明性を担保する。
イ．監査役会は、代表取締役社長執行役員、会計監査人それぞれと定期的に意見交換を行う。
ウ．当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払
い等の請求をしたときは、当該費用が監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除
き、速やかに当該費用または債務を処理する。
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⑩反社会的勢力を排除するための体制
ア．当社は、地域社会への貢献を理念とする企業として、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反
社会的勢力および団体とは関係を持たず、また、反社会的勢力および団体からの不当、不法な
要求には一切応じないことを基本方針とする。また、本方針を静岡ガスグループ行動基準に規
定し、全従業員に周知・徹底を図る。

イ．本社に対応統括部署、また、本社および各支社に不当要求防止責任者を設置し、反社会的勢力
および団体からの不当要求に対応する体制を構築する。

ウ．対応統括部署および不当要求防止責任者は、警察、顧問弁護士等の外部専門機関と平素から緊
密な連携関係を構築し、定期的な情報の収集・管理を行うとともに、収集した情報は関係部門
へ周知し、社内における情報の共有化および注意喚起を行う。

⑪財務報告の適正性を確保するための体制
ア．「財務報告に係る内部統制システム管理規程」を定め、当該規程に基づき財務報告に係る内部

統制システムを適切に整備・運用し、適正な評価を行う。
イ．代表取締役社長執行役員を委員長とする内部統制委員会を設置し、当社グループの財務報告に

係る内部統制の有効性を定期的に評価し、その評価結果を取締役会に報告する。

２）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当社では、「業務の適正を確保するための体制」に則った運用を実施しており、具体的には以下の取り組

み等を行っております。
ア．コンプライアンスの推進を図るべく、コンプライアンス委員会を設置し、原則年に２回開催し
ております。当該委員会では、当社グループのコンプライアンス推進に関する方針の決定を行
っており、必要な情報を当社取締役会に報告しております。また、社外の相談窓口を含む企業
倫理相談窓口を設置し、潜在的なリスクの収集に努めております。

イ．執行役員等をメンバーとする経営会議、経営会議メンバーに部長等の管理職や都市ガス子会社
を除くグループ会社の代表取締役社長を加えたグループ事業推進会議、経営会議メンバーと都
市ガス事業を営む関係会社の代表取締役社長等をメンバーとするエネルギー小売関係会社会議
をそれぞれ定期的に開催し、経営課題の把握と対応方針、解決策の検討を行うとともに、情報
の共有化を図っております。

ウ．内部監査部門として、代表取締役社長執行役員直属の組織として監査室を設置し、当社および
連結子会社の業務について監査を実施しております。内部監査の結果は、代表取締役社長執行
役員および常勤監査役に報告し、必要に応じて当該部門の責任者に対し、改善指示や提案等の
措置を取るとともに、改善状況を確認するためにフォロー監査を実施しております。

エ．監査役会は、代表取締役社長執行役員および会計監査人との間で、それぞれ定期的に意見交換
を行っております。また、会計監査人は代表取締役社長執行役員と定期的に意見交換を行って
おります。

オ．内部統制の推進担当は、会計監査人と定期的に意見交換を行うとともに、原則年に２回開催す
る内部統制委員会において、内部統制の整備・運用と適正な評価を行い、財務報告の信頼性の
確保に努めております。

(注) 本事業報告中の記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。



連結計算書類

39

連結貸借対照表（2021年12月31日現在）

科 目 当 期

資産の部
百万円

固定資産 72,972
有形固定資産 54,992
製造設備 4,736
供給設備 33,926
業務設備 6,000
その他の設備 7,984
建設仮勘定 2,343
無形固定資産 1,266
投資その他の資産 16,713
投資有価証券 10,113
長期貸付金 4,030
繰延税金資産 703
その他投資 1,937
貸倒引当金 △71
流動資産 51,024
現金及び預金 13,658
受取手形及び売掛金 15,013
商品及び製品 565
原材料及び貯蔵品 9,193
未収入金 10,478
その他流動資産 2,167
貸倒引当金 △53
資産合計 123,996

科 目 当 期

負債の部
百万円

固定負債 8,352
長期借入金 5,124
繰延税金負債 389
退職給付に係る負債 2,739
その他固定負債 98
流動負債 23,494
1年以内に期限到来の固定負債 1,500
買掛金 15,189
未払金 1,882
未払法人税等 1,724
賞与引当金 411
その他流動負債 2,784
負債合計 31,846

純資産の部
株主資本 82,604
資本金 6,279
資本剰余金 4,984
利益剰余金 72,403
自己株式 △1,062
その他の包括利益累計額 3,703
その他有価証券評価差額金 2,938
繰延ヘッジ損益 320
為替換算調整勘定 △59
退職給付に係る調整累計額 503
新株予約権 91
非支配株主持分 5,749
純資産合計 92,150
負債純資産合計 123,996
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連結損益計算書（2021年１月１日から2021年12月31日まで）

科 目 当 期 科 目 当 期

費用 収益
百万円 百万円

売上原価 100,332 売上高 132,988
(売上総利益) (32,655)
供給販売費及び一般管理費 27,665
(営業利益) (4,989)
営業外費用 172 営業外収益 1,657
支払利息 73 受取利息 87
為替差損 83 受取配当金 660
雑支出 16 持分法による投資利益 604

雑収入 305

(経常利益) (6,474)
特別損失 － 特別利益 32

投資有価証券売却益 32
(税金等調整前当期純利益) (6,506)
法人税、住民税及び事業税 1,513
法人税等調整額 13
(当期純利益) (4,979)
非支配株主に帰属する当期純利益 863
親会社株主に帰属する当期純利益 4,115
合計 134,677 合計 134,677
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連結株主資本等変動計算書（2021年１月１日から2021年12月31日まで）
(単位：百万円)

株 主 資 本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 6,279 4,948 69,583 △1,090 79,721
当期変動額
剰余金の配当 △1,296 △1,296
親会社株主に帰属する
当期純利益 4,115 4,115
自己株式の取得 △0 △0
自己株式の処分 6 10 16
非支配株主との取引に
係る親会社の持分変動 13 13
譲渡制限付株式報酬 16 17 34
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 － 36 2,819 27 2,883
当期末残高 6,279 4,984 72,403 △1,062 82,604

その他の包括利益累計額
新株予約権 非支配

株主持分 純資産合計その他
有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

為替換算
調整勘定

退職給付
に係る調整
累計額

その他の
包括利益
累計額合計

当期首残高 2,341 △218 △104 333 2,352 108 5,491 87,673
当期変動額
剰余金の配当 △1,296
親会社株主に帰属する
当期純利益 4,115
自己株式の取得 △0
自己株式の処分 16
非支配株主との取引に
係る親会社の持分変動 13
譲渡制限付株式報酬 34
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 596 538 45 169 1,351 △16 258 1,593

当期変動額合計 596 538 45 169 1,351 △16 258 4,476
当期末残高 2,938 320 △59 503 3,703 91 5,749 92,150
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貸借対照表（2021年12月31日現在）

科 目 当 期
資産の部

百万円
固定資産 61,569
有形固定資産 38,938
製造設備 2,489
供給設備 29,253
業務設備 5,202
附帯事業設備 1,245
建設仮勘定 747
無形固定資産 645
借地権 505
その他無形固定資産 139
投資その他の資産 21,985
投資有価証券 6,601
関係会社投資 6,328
社内長期貸付金 19
関係会社長期貸付金 7,976
出資金 0
長期前払費用 21
繰延税金資産 50
その他投資 1,003
貸倒引当金 △16
流動資産 49,398
現金及び預金 11,550
受取手形 13
売掛金 11,371
関係会社売掛金 316
未収入金 10,229
製品 61
貯蔵品 367
前払費用 123
関係会社短期債権 853
その他流動資産 897
附帯事業未収入金 12,039
附帯事業流動資産 1,605
貸倒引当金 △32
資産合計 110,967

科 目 当 期
負債の部

百万円
固定負債 6,211
長期借入金 3,532
退職給付引当金 2,659
その他固定負債 19
流動負債 42,712
1年以内に期限到来の固定負債 1,146
買掛金 4,439
未払金 937
未払費用 1,106
未払法人税等 116
前受金 119
預り金 49
関係会社買掛金 9,981
関係会社短期借入金 13,775
関係会社短期債務 1,710
賞与引当金 255
その他流動負債 42
附帯事業未払金 7,802
附帯事業流動負債 1,228
負債合計 48,923

純資産の部
株主資本 58,998
資本金 6,279
資本剰余金 4,253
資本準備金 4,098
その他資本剰余金 154
利益剰余金 49,528
利益準備金 801
その他利益剰余金 48,726
固定資産圧縮積立金 957
特別償却準備金 0
別途積立金 44,188
繰越利益剰余金 3,580
自己株式 △1,062
評価・換算差額等 2,953
その他有価証券評価差額金 2,633
繰延ヘッジ損益 320
新株予約権 91
純資産合計 62,043
負債純資産合計 110,967
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損益計算書（2021年１月１日から2021年12月31日まで）

科 目 当 期 科 目 当 期

費用 収益
百万円 百万円

売上原価 78,214 ガス事業売上高 96,711
期首たな卸高 51 ガス売上 95,551
当期製品製造原価 1,007 事業者間精算収益 1,159
当期製品仕入高 77,625
当期製品自家使用高 408
期末たな卸高 61
(売上総利益) (18,497)
供給販売費 16,044
一般管理費 3,272

(事業損失) (819)
営業雑費用 3,457 営業雑収益 3,671
受注工事費用 1,048 受注工事収益 1,047
その他営業雑費用 2,408 その他営業雑収益 2,624
附帯事業費用 8,526 附帯事業収益 8,919

(営業損失) (212)
営業外費用 51 営業外収益 2,616
支払利息 46 受取利息 95
雑支出 4 有価証券利息 3

受取配当金 222
関係会社受取配当金 1,821
雑収入 473

(経常利益) (2,353)
特別損失 － 特別利益 32

投資有価証券売却益 32
(税引前当期純利益) (2,385)
法人税等 0
法人税等調整額 97
当期純利益 2,287
合計 111,951 合計 111,951
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株主資本等変動計算書（2021年１月１日から2021年12月31日まで）
(単位：百万円)

株 主 資 本

資本金
資本剰余金 利益剰余金

資本
準備金

その他
資本
剰余金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金
固定資産
圧縮積立金

特別償却
準備金

別途
積立金

当期首残高 6,279 4,098 132 4,230 801 982 0 42,188
当期変動額
固定資産圧縮積立金の取崩 － △25
特別償却準備金の取崩 － △0
別途積立金の積立 － 2,000
剰余金の配当 －
当期純利益 －
自己株式の取得 －
自己株式の処分 6 6
譲渡制限付株式報酬 16 16
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 － － 22 22 － △25 △0 2,000
当期末残高 6,279 4,098 154 4,253 801 957 0 44,188

株主資本 評価・換算差額等

新株
予約権

純資産
合計

利益剰余金

自己株式 株主資本
合計

その他
有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

評価・換算
差額等合計

その他
利益剰余金 利益

剰余金
合計繰越利益

剰余金
当期首残高 4,563 48,537 △1,090 57,957 2,162 △218 1,943 108 60,009
当期変動額
固定資産圧縮積立金の取崩 25 － － －
特別償却準備金の取崩 0 － － －
別途積立金の積立 △2,000 － － －
剰余金の配当 △1,296 △1,296 △1,296 △1,296
当期純利益 2,287 2,287 2,287 2,287
自己株式の取得 － △0 △0 △0
自己株式の処分 － 10 16 16
譲渡制限付株式報酬 － 17 34 34
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 470 538 1,009 △16 992

当期変動額合計 △982 990 27 1,041 470 538 1,009 △16 2,034
当期末残高 3,580 49,528 △1,062 58,998 2,633 320 2,953 91 62,043
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告

独立監査人の監査報告書
2022年２月８日

静岡ガス株式会社
取締役会御中

有限責任監査法人 トーマツ
静 岡 事 務 所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 郷右近 隆 也
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 嶋 田 聖

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、静岡ガス株式会社の2021年１月１日から2021年12月31日までの連結

会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査
を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、静岡ガス株式

会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表
示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法

人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する
規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示する

ことにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判
断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評

価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合に
は当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないか

どうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽
表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断

を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、
実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。
・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する
注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続
企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業
の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は
重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが
求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は
継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかと
ともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適
正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。
監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負
う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不

備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査

人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合は
その内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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計算書類に係る会計監査人の監査報告

独立監査人の監査報告書
2022年２月８日

静岡ガス株式会社
取締役会御中

有限責任監査法人 トーマツ
静 岡 事 務 所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 郷右近 隆 也
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 嶋 田 聖

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、静岡ガス株式会社の2021年１月１日から2021年12月31日まで

の第174期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細
書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等

に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法

人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規
定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示するこ

とにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断し
た内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価

し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には
当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかど

うかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的
に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断

を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、
実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。
・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する
注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企
業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の
前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要
な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとと
もに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表
示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不

備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査

人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合は
その内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告

監 査 報 告 書

当監査役会は、2021年1月1日から2021年12月31日までの第174期事業年度の取締役の職務の執行に関
して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたし
ます。

1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
⑴ 監査役会は、監査の方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受
けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を
求めました。

⑵ 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、監査計画等に従い、取締役、
内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、
以下の方法で監査を実施いたしました。
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受

け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び
財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通
及び情報交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会
社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決
議に基づき整備されている体制（内部統制システム）の状況について、取締役及び使用人等からその
構築及び運用状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。なお、
財務報告に係る内部統制については、取締役等及び有限責任監査法人トーマツから当該内部統制の評
価及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するととも
に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。ま
た、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第
131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年10月28日企業会計審議会）等
に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
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以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算
書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結
損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

2. 監査の結果
⑴ 事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めま
す。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められませ
ん。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システ
ムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、財務報告に係る内部統制を含
め、指摘すべき事項は認められません。

⑵ 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人 有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

⑶ 連結計算書類の監査結果
会計監査人 有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2022年２月８日
静 岡 ガ ス 株 式 会 社 監 査 役 会

常勤監査役 飯 田 晃 司 ㊞
社外監査役 丸 野 孝 一 ㊞
社外監査役 谷 津 良 明 ㊞
社外監査役 小 林 英 文 ㊞

以 上
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株主総会会場ご案内図

会 場 ホテルアソシア静岡３階「駿府の間」
静岡市葵区黒金町56番地 電話：054-254-4141

交 通 JR静岡駅北口出て、右手すぐ（徒歩約１分）

ＪＲ静岡駅からのアクセス


